
提

出

者

金

田

誠

一

平
成
十
三
年
十
一
月
三
十
日
提
出

質

問

第

二

六

号

自
衛
隊
に
お
け
る
私
的
サ
ー
ク
ル
の
活
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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自
衛
隊
に
お
け
る
私
的
サ
ー
ク
ル
の
活
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書

自
衛
隊
に
お
け
る
私
的
サ
ー
ク
ル
（
「
現
職
の
幹
部
自
衛
官
あ
る
い
は
そ
の
関
係
の
現
職
の
幹
部
自
衛
官
及
び
幹
部
自
衛
官

で
あ
っ
た
者
、
そ
う
い
っ
た
者
が
私
的
に
つ
く
っ
て
お
る
サ
ー
ク
ル
」
（
千
九
百
九
十
二
年
四
月
七
日
参
議
院
内
閣
委
員
会
に

お
け
る
小
池
清
彦
防
衛
庁
訓
練
局
長
答
弁
）
第
百
二
十
三
回
国
会
参
議
院
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
四
号
十
一
頁
）
の
活
動
に
関

し
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
以
下
質
問
す
る
。

一

現
在
、
私
的
サ
ー
ク
ル
の
刊
行
物
の
中
に
は
企
業
広
告
を
掲
載
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
の
点
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

�

刊
行
物
に
企
業
広
告
を
掲
載
し
て
い
る
当
該
私
的
サ
ー
ク
ル
は
、
そ
の
広
告
掲
載
に
伴
う
経
済
的
利
益
を
得
て
い
る
の

か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

当
該
私
的
サ
ー
ク
ル
が
掲
載
料
等
の
金
銭
収
入
を
得
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
調
査
の
上
そ
の
金
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

二

『
陸
戦
研
究
』
平
成
十
二
年
十
一
月
号
の
案
内
に
よ
れ
ば
、
私
的
サ
ー
ク
ル
で
あ
る
陸
戦
学
会
は
、
「
平
成
十
二
年
度
陸

戦
学
会
総
会
及
び
記
念
講
演
」
を
目
黒
駐
屯
地
大
講
堂
で
開
催
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

一



い
。

�

目
黒
駐
屯
地
に
お
け
る
庁
舎
管
理
に
つ
い
て
定
め
た
規
則
が
あ
れ
ば
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

私
的
サ
ー
ク
ル
が
同
駐
屯
地
大
講
堂
を
使
用
で
き
た
法
令
上
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

二
千
一
年
十
一
月
十
五
日
付
『
朝
雲
』
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
「
警
務
修
親
会
」
な
る
も
の
が
市
ヶ
谷
駐
屯
地
Ｅ
棟
会
議
室

で
設
立
総
会
を
開
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

同
会
は
、
私
的
サ
ー
ク
ル
に
該
当
す
る
の
か
。

�

市
ヶ
谷
駐
屯
地
に
お
け
る
庁
舎
管
理
に
つ
い
て
定
め
た
規
則
が
あ
れ
ば
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

同
会
が
同
駐
屯
地
Ｅ
棟
会
議
室
を
使
用
で
き
た
法
令
上
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
自
衛
隊
に
お
け
る
私
的
サ
ー
ク
ル
の
刊
行
物
及
び
部
内
資
料
の
国
政
調
査
活
動
に
お
け

る
活
用
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
平
成
十
三
年
七
月
十
七
日
答
弁
）
に
よ
れ
ば
、
「
私
的
サ
ー
ク
ル
が
そ
の

構
成
員
の
勤
務
場
所
を
当
該
私
的
サ
ー
ク
ル
の
所
在
地
又
は
連
絡
先
と
す
る
に
と
ど
ま
る
限
り
、
法
令
又
は
防
衛
庁
の
規
則

に
お
い
て
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
規
定
は
な
く
」
と
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
自
衛
隊
法
第
六
十
条
は
「
隊
員
は
、
法
令
に
別
段
の
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
勤
務
時
間
及
び
職
務

二



上
の
注
意
力
の
す
べ
て
を
そ
の
職
務
遂
行
の
た
め
に
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。

同
条
に
従
え
ば
、
勤
務
場
所
を
私
的
サ
ー
ク
ル
の
連
絡
場
所
に
す
る
こ
と
や
、
私
的
サ
ー
ク
ル
に
関
す
る
連
絡
を
勤
務
場

所
で
受
け
る
こ
と
は
、
勤
務
時
間
及
び
職
務
上
の
注
意
力
の
す
べ
て
を
そ
の
職
務
遂
行
の
た
め
に
用
い
る
妨
げ
と
考
え
る

が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

私
的
サ
ー
ク
ル
の
刊
行
物
の
編
集
、
発
送
等
に
関
わ
る
作
業
は
、
現
在
、
自
衛
隊
の
施
設
内
に
お
い
て
は
行
わ
れ
て
い
な

い
の
か
、
調
査
の
上
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


